
 

 

令和７年第４回 

 

 

高森町議会１２月定例会会議録 
 

 

令和７年１２月３日開会 

令和７年１２月１２日閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 森 町 議 会 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月３日（水） 

（第１日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

令和７年第４回高森町議会定例会（第１号） 

 

令和７年１２月３日 

午前１０時００分開会 

 於 議 場 

１．議事日程  

  町長あいさつ 

  開会（開議）宣告 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        １番 白石 豊和君 

        ２番 武田 栄喜君 

  日程第 ２ 会期の決定 

       （１）会 期（１０日間） 

           自 令和７年１２月３日 

           至 令和７年１２月１２日 

       （２）会期及び審議の予定 

月  日 会議の種類 備  考 

１２月３日（水） 本会議 議案審議 

１２月４日（木） 本会議 一般質問 

１２月８日（月） 休会 総務文教常任委員会 

産業厚生常任委員会 

１２月９日（火） 〃 水資源対策特別委員会 

議会広報特別委員会 

議会運営委員会 

１２月１０日（水） 〃 全員協議会 

１２月１２日（金） 本会議 委員長報告・採決 

 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 同意第 ６ 号 高森町教育長の任命について 

  日程第 ５ 同意第 ７ 号 高森町職員懲戒審査委員会委員の選任について 

日程第 ６ 諮問第 １ 号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに 

ついて 
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日程第 ７ 議案第５６号 財産の処分について 

日程第 ８ 議案第５７号 高森町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について 

日程第 ９ 議案第５８号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更 

及び規約の一部変更について 

日程第１０ 議案第５９号 高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正につい 

             て 

日程第１１ 議案第６０号 高森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 

条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第６１号 令和７年度高森町一般会計補正予算について 

日程第１３ 議案第６２号 令和７年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ 

いて 

日程第１４ 議案第６３号 令和７年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

日程第１５ 議案第６４号 令和７年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算 

について 

日程第１６ 議案第６５号 令和７年度高森町簡易水道事業会計補正予算について 

日程第１７ 休会の件について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

  １番  白石 豊和  君      ２番  武田 栄喜 君 

  ３番  児玉 幸之助 君      ４番  佐藤 武文 君 

  ５番  甲斐 節男  君      ６番  後藤 巌  君 

  ７番  牛嶋 津世志 君      ８番  後藤 三治 君 

  ９番  本田 生一  君      １０番 佐伯 金也 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１４名） 

  町 長  草村 大成 君   教 育 長  古庄 泰則 君  

  総 務 課 長  岩下 雅広 君   会 計 課 長  今村 親助 君 

  税 務 課 長  眞原 友紀 君   農林政策課長  芹口 孝直 君 

  健康推進課長  津留 大輔 君   生活環境課長  二子石 誠 君 

政策推進課長兼TPC事務局長  住吉 勝徳 君 

  住民福祉課長  石田 昌司 君   建 設 課 長  土井谷 顕 君 
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教育委員会事務局長  村上 純一 君   総 務 係 長  本川 宰  君 

財 政 係 長  児玉 明  君 

 

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

  議会事務局長  緒方 久哉 君   議会事務局係長  久保田 一也君 
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 開会 午前１０時００分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（牛嶋津世志君）おはようございます。 

会議に先立ちまして、町長の御挨拶をお願いいたします。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）おはようございます。 

令和７年高森町議会第４回定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

議員の皆様におかれましては、大変御多忙のところ本定例会に御参集いただき、お

礼を申し上げます。 

さて、１２月に入り、大変１年も早いところでございますが、今年も残すところ

一月を切ってまいりました。大変行政としても慌ただしい時期となってまいりまし

た。町民の方も議員の方も１２月ということでそれぞれ予定も含めて、また、帰省

等もあると思いますので、ぜひ体調管理に努めていただきたいというふうに思って

おります。また、入込みも多くなりますので、ぜひ御注意して運転等もお願いした

いと思います。 

さて、この１年を振り返りますと、戦後８０年というところでございますが、こ

れまでの我が国の８０年を振り返りますと、どの自治体も先輩たちがやってこられ

たことを今の時代を担う私たちが継承して、住民の方の安全な暮らしの安定という

ところを第一に乗り越えらえてこられたのではないかなと思いますし、それぞれの

時代で、昭和、平成、令和と時代の変化に柔軟に、それぞれの自治体、そして国民

の皆さん、そして町民の皆さんが対応してこられたのではないかなということ。そ

れと、戦後、平和と繁栄の礎を次の世代に継承するというところをしっかりやって

こられた。私たちが改めてそこを継承していかなければいけないというふうに思っ

ております。 

ただ、一方で、やはりこの８０年の中で大きく変わったことは、一番大きなこと

は、いろいろなことがありますが、なかなか防げないことと言いますと、やはり自

然災害の脅威というところではないかなと思っております。８月は、また県南地方

が大雨もありましたし、先般では地震もあったわけでございます。特に県南、また

玉名等々も含めて、現在、被災された方々もまだいらっしゃいますので、当町とし

てもお見舞いを申し上げるとともに、復旧と復興に向けて県内自治体しっかり一致

団結して着実に進めていき、協力支援を継続するべきではないかというふうに思っ

ております。 

また、高森町の行政を職員として、また、副町長として長年支えておられました

沼田副町長が８月に御逝去され、突然のことで、私も含めて職員の皆さんも喪失感

を非常に覚えられた、そして、言葉が出ないような深い悲しみというところでした。
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沼田副町長におかれましては、役場の職員さんとして、また管理職として、また副

町長として町に対しての御功績に改めて感謝申し上げたいと思いますし、御家族と

御親族の皆様に、改めましてお悔やみを申し上げたいと思います。沼田副町長が志

されたときの高森町、高森町役場、そして、今までも含めてその志をやはり私たち

がしっかり胸に刻みながら、着実にその志と一緒に進んでいかなければいけないと

いうふうに思っております。 

国政の動きといたしましては、御承知のように高市政権が誕生いたしまして、と

てもこれは今後大きな新たな局面を迎えることになるのではないかと言われており

ますし、私も含めてそういうふうに考えて、感じているところでございます。今、

国と地方の関係性がどの部門でも問われております。私たちは地方自治体の機動力、

機動性と同時に説明をきちんとできるというところを、この能力を高めていって、

地域の実情に応じた施策をスピードを持って進めていくべきであるというふうに考

えております。町民の皆さんのお暮らしを第一に考えて、また、一緒に町民の皆さ

んと共にというところを基軸に、具体的な成果を積み重ねていきたいというふうに

考えております。 

また、令和の米騒動というネームまで付いておりますこの現状でございますが、

日本の農業のこの岐路の部分に直面してるなというふうに思っておるところでござ

います。食料・農業・農村基本法の改正もそうでございますが、人口減少とともに

法律の改正だけでは追いつかない。それを上回るいろんな産業で、この人口減少に

伴い、いろんな局面が出てきております。ですので、ぜひ国政の皆さんには、しっ

かり立法府としての役割をきちんと果たしていただきたいなというところを思って

おりますし、事前にやはり全国の自治体といろんな形で意見交換を、国・県と市町

村がするべきではなかろうかということを多くの場面で思ったところでございます。

高森町といたしましては、当然、町民の皆さんの生活支援というところもございま

すが、地域農業の活力を今後維持していくため、両面からを含めて、６月に議会か

ら議決をいただきました生活支援米配布や、今月１日から開始しました生活支援お

米券の事業等々、双方、消費者、町民側、そして農家の双方に配慮した施策を進め

ていくべきというふうに考えております。このような時代が変わるところ、何か大

きな変化を生むところの今ですが、やはり、一番大事なことは住民の皆様、町民本

位の行政というところをしっかり肝に銘じることだと思います。そのためには、役

所としては人と組織の力を最大化する職場というところを目指していくべきという

ふうに思っております。と同時に、施策としては、特に防災・減災の力を高め、教

育や産業、また地域振興、地域づくりの連携を強化して、町民が安心して暮らせる

持続可能な町を築くため、引き続き、私たちは頑張っていく所存でございます。 



6 

最後に、去る１１月１６日には、第４回目となる高森町ボッチャ大会を開催をい

たしました。過去最多の参加数で、実に７８チームの参加がございました。 

また、この本大会に参加する手前の段階で、各地域でボッチャの地域大会が自発

的に行われてるということと、それを地域支援員さんだったり、健康推進支援員さ

んだったり、社協の職員さんだったりがチームとなって一緒に取りまとめていただ

いてるということ。それと、居心地がよくなった公民館の費用対効果というところ

は、非常にその面でも現れてると思いますし、回数を増やしていくごとに参加者が

増え続けております。こういう介護予防もそうですけど健康づくり大会で、ここま

で毎年毎年盛り上がってきてる事柄というのはほかにはないというふうに思ってお

りますし、やはり方向性として地域の要となる公民館を改修すること、そして、そ

こを地域の拠点として新たなスタートを切ることは間違ってなかったなというふう

に思っております。やはり、地域にとって活動する場、そして寄り添う場、つまり

文化的にその地域が大事にしてる文化財も含めて、やはり、その地域にずっと根ざ

してきたことをしっかりバージョンアップするためのバックアップを、引き続き今

後もやっていきたいというふうに思っております。 

さて、本定例会で御提案申し上げますのは、同意２件、諮問１件、財産の処分や

条例制定及び改正、補正予算等の議案１０件でございます。御審議の上、御決定賜

りますようお願いを申し上げまして、御挨拶といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）ありがとうございました。 

本日の出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年第４回高

森町議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。本日の会議は、お手元に配付しております議事

日程のとおり行います。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１番、白石豊和君、２番、

武田栄喜君を指名いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（牛嶋津世志君）日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。今期定例会の会期は、１０月２９日に行われました議会運営委員

会において、本日から１２月１２日までの１０日間と決定しておりますが、これに

御異議はありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。よって、会期は、本日１２月３日から１

２月１２日までの１０日間とすることに決定いたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（牛嶋津世志君）日程第３、諸般の報告を議題といたします。 

９月定例会後に行われた諸般の報告を、各委員長からお願いいたします。 

まず、議会運営委員会の報告をお願いいたします。議会運営委員長、後藤巌君。 

○議会運営委員長（後藤 巌君）おはようございます。６番、後藤です。議会運営委員

会から閉会中の委員会の報告をいたします。 

令和７年１０月２９日午後１時より、第３・第４委員会室にて、本定例会の会期

日程を協議し、１２月３日から１２月１２日までの１０日間とし、一般質問通告期

限を１１月２５日午前中と決定しました。 

続きまして、１１月２６日午前１０時より、第３・第４委員会室にて、委員会を

開催しました。 

まず、一般質問の通告者は３名、協議の結果、質問は通告順とし、４番、佐藤武

文議員、９番、本田生一議員、２番、武田栄喜議員の順番にて質問、質問日は１２

月４日と決定いたしました。 

両常任委員会は１２月８日、各特別委員会、議会運営委員会を１２月９日開催と

決定しております。 

続きまして、本定例会の上程議案内容を審議しました。本定例会には同意２件、

諮問１件、議案１０件が上程されております。議案番号順に同意第６号、高森町教

育長の任命については当日採決、同意第７号、諮問第１号については当日採決、議

案第５６号、財産の処分については、産業厚生常任委員会へ付託、議案第５７号、

高森町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

ては、産業厚生常任委員会へ付託、議案第５８号は当日採決、議案第５９号、議案

第６０号は関連議案のため一括し当日採決、議案第６１号、令和７年度高森町一般

会計補正予算については、両委員会へ付託、議案第６２号、議案第６３号、議案第

６４号、議案第６５号の特別会計補正予算については、産業厚生常任委員会へ付託

と決定しました。 

また、陳情を４件受付しております。今回は、全て議員配付としておりますが、

その中で安全・安心の医療・介護提供体制を守るため、全てのケア労働者の処遇改

善につなげる報酬１０％以上の引き上げを求める陳情書については、高森町を含め

阿蘇郡市に公立、私立の施設があり、その中で給与や社会保障の待遇の違いなどに
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より人材確保が難しくなっている施設がある点があり、少子高齢化が進む将来にお

いて、施設の在り方は非常に重要である点が論議されました。現在行われている国

会でケア労働者の処遇改善の議論が進んでおり、今回はその議論の推移を見守ると

いうことにしております。 

なお、議論が進まなければ、同様の陳情があった場合は採択をするということに

しております。 

以上をもちまして、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（牛嶋津世志君）次に、総務文教常任委員会の報告をお願いいたします。総務文

教常任委員長、後藤巌君。 

○総務文教常任委員長（後藤 巌君）６番、後藤です。総務文教常任委員会の閉会中の

諸般の報告をいたします。 

総務文教常任委員会を令和７年１１月２０日１０時より、第３・４委員会室にて

開催をしました。 

このたびの委員会開催の主な内容は、本定例会上程予定の補正予算案及び条例改

正について、既存事業の経過報告について、その他として総務文教常任委員会研修

についてを議題としました。 

その中で、総務課からは人事院勧告に基づく一般職員の給与に関する条例の一部

改正の説明がありました。約３.３％の増額になる旨の説明を受けております。 

続いて、総合センター改修工事に伴う庁舎側の改修設計業務委託について説明を

受けました。 

教育委員会事務局より原作者の梶原一騎先生の所有コンテンツの無償譲渡の経過

説明を受けております。今、ＴＰＣでも流れてはおりますが、譲り受けた主なもの

として漫画本等８５０点、映像作品４８０点、グッズ３０点、漫画家直筆画２０点、

原作原稿２４点、版画初版５９点、その他鉛筆や服飾、私物など多岐にわたる品の

譲渡を受けております。 

また、譲渡品に関しては、熊本市内の倉庫で厳重に保管をしているとのことです。

作品の利用については、無償譲渡契約覚書を締結し活用するものとしております。 

まず、物品管理の面より寄贈品のデータベース化、管理台帳の作成をする旨の報

告を受けました。今後の利活用については、覚書を基に県立高森高校での展示や高

森駅周辺で展示スペースの新設を検討中であるとの報告がありました。 

また、航空会社であるソラシドエアの使用機材に高森町のラッピング飛行機を無

償で２か月間運航する計画があると報告を受けております。 

政策推進課より熊本地震１０年の節目でもあり、破壊的な被害を受けた南阿蘇鉄

道の完全復旧、持続可能な鉄道を目指すため、南鉄復興応援基金を活用する高森駅
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のライトアップ事業の説明を受けました。その他、トロッコトゥクトゥク、ライド

シェアの運行状況についての報告も受けております。 

本定例会に上程されている議案について、より深い審議をするため報告を受けま

した。担当課の皆様、ありがとうございました。会期中の付託審議において活発な

審議がなされるものと思います。 

その他、意見として旅費規定の見直しの検討を進言しております。昨今の価格高

騰により、現状の規定では収まらなくなっており、旅費、日当の見直しは急務であ

ると意見が一致しております。 

もう１点、令和７年１１月４日に発生した高森中央小学校給食共同調理場におけ

る事故の対応、経過報告を受けました。教育委員会事務局としては、できる限りの

対応はなされていると感じました。事故防止会議、ヒヤリハットへの意識向上など、

職場環境の改善に向けた取組もしているとのことです。今後の使用機材の更新、人

員の増加も含め、心理的ケアを含めた職場環境への配慮を検討する必要があるので

はないかと意見が出ております。 

視察研修については、八代市のインターネットラジオ局、くま川鉄道の視察を検

討し、１月に実施予定としております。 

以上をもちまして、閉会中の総務文教常任委員会の報告を終わります。 

○議長（牛嶋津世志君）次に、産業厚生常任委員会の報告をお願いいたします。産業厚

生常任委員長、後藤三治君。 

○産業厚生常任委員長（後藤三治君）おはようございます。８番、後藤です。産業厚生

常任委員会の諸般の報告をいたします。 

９月定例会終了後、閉会中の産業厚生常任委員会を１０月２９日午前１０時より、

第３・４委員会室において、委員全員出席の下、開催いたしました。 

今回は、９月定例会で令和６年度高森町歳入歳出決算認定において、議員から質

問のあった農林政策課関係の事案について、担当課長、課長補佐、係長に出席を求

め、慎重に審議いたしました。質問の要旨は、令和６年度のアグリセンター決算認

定で、堆肥販売の過年度繰越額に係る質問であり、１年前の令和５年度高森町歳入

歳出決算認定時には、同種目で未収額がないのに次年度の決算認定で過年度繰越が

発生するのはいかがなものかとの質問でありました。このことにつき担当者から聞

き取りを行ったところ、年度末３月の堆肥販売の調停を行わず、出納閉鎖期間中に

判明した堆肥販売金を過年度繰越として計上したとのことでありました。本来であ

れば、年度末３月のものであってもその年度の販売実績に加え、議会を開催するい

とまがない場合には、専決処分を行うとともに繰越とすべきものであったと思いま

す。このような処理の方法はどの部署においても起こり得ることであり、全庁を挙
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げていま一度会計事務の原点に返り、事務処理を行われるよう厳重に注意を行いま

した。その後、定例会での質問であったことから、議長に許可をいただき、議員全

員へ今後の事務処理について説明を１１月２７日に行ったところであります。 

以上で、産業厚生常任委員会の閉会中の諸般の報告といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）次に、議会広報特別委員会の報告をお願いいたします。議会広

報特別委員長、後藤巌君。 

○議会広報特別委員長（後藤 巌君）６番、後藤です。閉会中の議会広報特別委員会の

報告をいたします。 

委員会開催を令和７年１０月９日、１０月１６日、１０月２３日に開催、１１月

４日、議会広報「絆」第９８号を発送しました。 

第９８号では、第３回高森町を語ろう会のコーナーで、県立高森高校普通科グロ

ーカル探求コース３年生３２名の皆様と議会広報特別委員会の４名が意見交換をし

て、２ページにわたり記事にしております。生徒さんの素直な気持ちが紙面に出て

いると思いますので、ぜひお読みいただけたらと思います。 

以上をもちまして、議会広報特別委員会の報告を終わります。 

○議長（牛嶋津世志君）以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第４ 同意第６号 高森町教育長の任命について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第４、同意第６号、高森町教育長の任命についてを議題と

いたします。 

ここで教育長、古庄泰則君におかれましては、本人案件となりますので、一時退

場をお願いいたします。 

（教育長 退場） 

○議長（牛嶋津世志君）本件について提案理由の説明を求めます。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）同意第６号、高森町教育長の任命について同意を求めることにつ

いて、提案説明を申し上げます。 

現在、高森町教長である古庄泰則氏は、人格高潔で識見も高く、教育行政並びに

高森町新教育プランの推進のために深い関心と熱意を持って御尽力いただいており

ますが、その任期が本年１２月１２日をもって満了となりますので、同氏を教育長

として再任いたしたく選任同意を求めるものであります。 

なお、教育長の任命については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定より、議会の同意を得る必要があるため提案するものでございます。 

また、同法第５条第２項により、教育長は再任されることができると規定されて

います。 
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以上、よろしく御審議の上、何とぞ御賛同いただきますようお願いを申し上げま

して、提案理由の説明といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）討論なしと認めます。 

これから、同意第６号、高森町教育長の任命についてを採決いたします。この採

決は起立によって行います。 

同意第６号、高森町教育長の任命について同意することに賛成の方は御起立願い

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（牛嶋津世志君）全員起立です。 

したがって、同意第６号、高森町教育長の任命については、同意することに決定

いたしました。 

教育長、古庄泰則君の議場への入場を許可いたします。 

（教育長 入場） 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第５ 同意第７号 高森町職員懲戒審査委員会委員の選任について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第５、同意第７号、高森町職員懲戒審査委員会委員の選任

についてを議題といたします。 

ここで健康推進課長、津留大輔君につきましては、本人案件となりますので一時

退場をお願いいたします。 

（健康推進課長 退場） 

○議長（牛嶋津世志君）本件について提案理由の説明を求めます。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）同意第７号、高森町職員懲戒審査委員会委員の選任について、提

案説明を申し上げます。 

高森町職員懲戒審査委員会委員を務めていただいておりました沼田勝之氏が、８

月２１日に御逝去され退職されております。今回、その後任として津留大輔氏を高

森町職員懲戒審査委員会委員に選任するものです。 

同氏は、本町職員として市町村職員懲戒審査委員会委員に適任者でありますが、

同委員の選任については地方自治法施行規定第１６条第５項の規定により、議会の



12 

同意を得る必要があるため提案するものです。よろしく御審議いただき、御賛同い

ただけますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）討論なしと認めます。 

これから、同意第７号、高森町職員懲戒審査委員会委員の選任についてを採決い

たします。この採決は起立によって行います。 

同意第７号、高森町職員懲戒審査委員会委員の選任について同意することに賛成

の方は御起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（牛嶋津世志君）全員起立です。 

したがって、同意第７号、高森町職員懲戒審査委員会委員の選任については、同

意することに決定いたしました。 

健康推進課長、津留大輔君の議場への入場を許可いたします。 

（健康推進課長 入場） 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（牛嶋津世志君）日程第６、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見

を求めることについてを議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めます。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について御説明を申し上げます。 

現職の人権擁護委員の野尻はるみ氏は、２期６年間、人権擁護行政に御尽力、御

協力いただいておりましたが、その任期が令和８年３月３１日をもって満了するた

め、その後任として高森町大字河原３３９９番地、白石博昭氏を推薦するものであ

ります。同氏は人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護委員として適任者

であり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであり

ます。 

以上、御説明申し上げましたが、御決定いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）討論なしと認めます。 

これから、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いてを採決いたします。この採決は簡易表決といたします。 

諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、原

案のとおり適任とし、答申したいと思いますが御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号は、原案のとおり答申することに決定いたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第７ 議案第５６号 財産の処分について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第７、議案第５６号、財産の処分についてを議題といたし

ます。 

本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉課長、石田昌司君。 

○住民福祉課長（石田昌司君）おはようございます。議案第５６号、財産の処分につい

て御説明いたします。 

御説明に入ります前に、提案いたしました議案に誤りがありましたので、訂正を

お願いいたします。議案内の相手方、「阿蘇郡高森町大字上色見１３９０番地１号」

と表記しておりますが、正しくは、「阿蘇郡高森町大字上色見１３９０番地１」で

ございます。「号」を削除していただきますようお願いいたします。申し訳ござい

ませんでした。 

それでは、議案第５６号で提案いたしました財産の処分について、提案理由の説

明を申し上げます。 

本案は、旧上色見小学校を子育て拠点施設として整備するため、本町が所有しま

す土地及び建物を一般社団法人ｓｏｌに対し無償で譲渡することについて、地方自

治法第５６条第１項第８号の規定により議決を求めるものでございます。 

土地の所在地は、阿蘇郡高森町大字上色見１３９０番地３、地目は学校用地、地

籍は１,７４６平方メートルです。建物の所在地は、阿蘇郡高森町大字上色見１３

９０番地３、１３９０番地１、延べ床面積は８５０.３９平方メートルです。譲渡

の相手方は、阿蘇郡高森町大字上色見１３９０番地１、一般社団法人ｓｏｌ、代表
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理事、中山千春氏でございます。 

なお、本財産を譲渡先の事業主体に対し無償で譲渡する旨につきましては、本年

３月の議会定例会における事業説明の際に、既にその方針を説明し御理解いただい

ているところではございますが、今般、５月に実施いたしました公募型プロポーザ

ル方式により事業者が決定し、また、建物登記により面積が確定しましたことから、

本定例会にて提案するものでございます。 

なお、財産の取得、管理及び処分に関する事項につきましては、生活環境課の事

務分掌となっておりますが、この子育て拠点整備施設事業につきましては、計画、

予算要求、プロポーザル趣旨など、住民福祉課のほうで進めてまいりましたので、

また、議会全員協議会においても事業担当課が財産の取得や処分をするべきとの御

指摘がありましたので、今回、住民福祉課から上程させていただきました。何とぞ

御審議いただき御決定賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。６番、後藤巌君。 

○６番（後藤 巌君）６番、後藤です。 

先ほど提案理由の説明がありました。これ私たちが所管する話じゃないので、こ

こで伺っておきたい点がございます。無償譲渡という話は、先ほどの説明でもあり

ましたし、今までの流れというのも私も分かっておりますのでいいんですが、無償

譲渡に対して何か相手先に条件、そういうものが付いてるのかどうか、それをする

のかどうか、それを課長に尋ねたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）住民福祉課長、石田昌司君。もう自席からどうぞ。 

○住民福祉課長（石田昌司君）売買ではなく無償譲渡とすることで、施設の運営が買収

費用を改修するために営利目的に偏ることなく、地域住民のための公共性が許され

ること、また、初期投資の負担を軽減し、運営の継続性や施設の質の維持を図るこ

とができると考えるため無償譲渡としております。このことにより地域貢献や公共

性の重視、持続可能な事業運営ができるものと考えております。 

また、施設運営の条件ですが、プロポーザル方式実施の際に、１０年以内は指定

用途以外に使用する場合は、使用してくださいとの条件を付けておりますので、１

０年間はこの子育て拠点施設として運営していただくこととおります。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）６番、後藤巌君。 

○６番（後藤 巌君）今現在、相手方にと無償で共用している形である。その中で、こ

この小学校の場所というのは、地元議員の方もいらっしゃるけども、どんどやがあ
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ったりクラフトフェアがあったり夏祭りがあったりということで、地元がやはり心

のよりどころとしての場所という部分がある。そこに最大限配慮して使わせていた

だきたいという話が契約の中に話としてあったはずです。これが、ただここで譲渡

となれば、所有権は変わるわけですから、先ほどプロポーザルで１０年という話が

出ましたけども、ただ、所有権が変わるということに対して、きっちり地元との、

先ほど課長も説明はされましたけども、やはりそこが地元が心のよりどころとして

きっちり使わせていただける場所かどうか。それも含めての私は無償と考えており

ますので、やはりそこはきっちり地元が使うためというところに最大限配慮はして

いただきたいということ、それはお願いしたいと思いますし、先ほどプロポーザル

で１０年という話が出ましたけども、やはり、その建物があってこそ初めてあの場

所が生きるというような建物ですから、当然、１０年と言わず、例えば、１０年が

経過してもずっと未来永劫にやはり保存をやるというようなところを進めていって

もらいたい。 

あと、もう一つは、１０年という話が出ましたが、もし１０年という話がなけれ

ば、買戻特約までも付けた契約したというところでの無償譲渡という点も考えてい

ただいて、付託案件で説明していただけると思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）これは付託案件となっておりますので、産業厚生常任委員会の

ほうでしっかり協議していただきたいということでお願いしておきたいと思います。 

ほかに質疑はありませんか。１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）私どものところに付託されるんですが、前もってこれは覚書に

皆さん方にも聞いていただきたいんですが、町の財産をいろんな第三者に譲渡する

際に、いろんな自治体ではプロポーザルであったり入札であったりをして譲渡をさ

れます。今回は無償譲渡でありますけれども、法律に詳しい方どなたかいらっしゃ

ればお聞きしたいんだけども、無償譲渡をした場合に、先ほど６番議員が言ったよ

うな買戻特約というものが付くのか付かないのか。付けることが可能なのかという

こと、そこあたりを調べられたかということをちょっと教えていただきたいと思い

ます。なぜかと言うと、今まで私どもの町でもプロポーザル方式でいろんなことを

やってきました。そして、他の自治体でもプロポーザル方式を使われて、財産の譲

渡等をされております。しかしながら、その経緯を見ておると、先ほど住民福祉課

長が言われた１０年間は絶対それ以外の用途には駄目ですよと言っても、その受け

られた業者がやはり経済的な理由で、どうしてもやっぱり無理なときには、第三者

にまた行ってしまったという経緯を私は見てきております、何度も。だからこそ、



16 

今はそれでいいんだけども、それが法的に買戻特約というのが付けられるのか付け

られないのか、その辺までもされたのかどうか。もし無償で買戻特約が付けること

ができないのであれば、法律的に、そうなると若干の金銭譲渡というものが必要に

なってくるわけでありますけれども、その辺の法的な根拠等について、ちゃんと御

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）住民福祉課長、石田昌司君。 

○住民福祉課長（石田昌司君）買戻特約については、まだ検討しておりませんが、今後、

譲渡契約に１０年以内に指定用途以外に使用する場合は返却するように制限を設け

る規定等につきましては、顧問弁護士とも相談して契約書上に付けられるかどうか

を検討していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯です。 

今からじゃあ顧問弁護士と相談と。本来ならば、提案する前にその可能性につい

て顧問弁護士と相談しておくべきだったと思います。そういうことも含めて付託を

受けました産業厚生常任委員会で慎重に議論をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は、産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第５６号は産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５７号 高森町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第８、議案第５７号、高森町乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉課長、石田昌司君。 

○住民福祉課長（石田昌司君）議案第５７号で提案いたしました、高森町乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明
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を申し上げます。 

本条例は、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律に伴う児童福祉法の改正

により、全国で新たに創設され、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園

制度を本町において安全かつ適正に実施するために、根拠規定としてその設備及び

運営に関する基準を定めるものでございます。本条例では、第１条から第１９条で、

趣旨などの総則について、第２０条で通則、第２１条から第２４条で一般型乳児等

通園支援事業について、第２５条及び第２６条で余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて規定しており、施行日は令和８年１月１日を予定しております。何とぞ御審

議いただき御決定賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。４番、佐藤議員。 

○４番（佐藤武文君）４番、佐藤です。 

何件かちょっとお尋ねをしたいと思います。乳児等通園支援事業、国が言うとこ

ろのこども誰でも通園制度と思いますけれども、この条例の制定に当たっては、利

用者のニーズ調査とか事業者の認可申請の可能性あたりについては、把握してあっ

たかどうかをお尋ねしたいと思います。 

また、運用する場合の費用負担ですね。例えば、国、県、町の負担、補助等が発

生するのか。 

それから、もう１件、利用時間や利用者の負担料は国の基準があって、それに従

うのか、町独自で設置していくのかどうかについて、今の段階で答えられる部分が

あったらお答えをいただきたいと思います。お願いします。 

○議長（牛嶋津世志君）住民福祉課長、石田昌司君。自席でどうぞ。 

○住民福祉課長（石田昌司君）まず、はじめに、利用者のニーズ調査、また利用者の見

通しでございますが、利用者のニーズ調査は行っておりませんが、利用者の見通し

につきましては、令和７年３月策定の高森町こども計画の中で、既に利用の見込み

として算定しております。具体的には、対象児童である０歳児、１歳児、２歳児の

児童数を基に、必要受入時間数を定員１人当たりの受入可能時間数で割りまして算

定いたしました。その結果、高森町における利用見込みとしては、１日当たり１人

程度と見込んでおります。 

次に、費用負担につきまして、本制度の実施に当たり、事業所の直接的な費用負

担は基本的には生じないように制度設計されており、主に国からの新たな給付によ

って賄われることとなります。具体的には、乳児等のための通園支援給付費負担金

を活用し、補助率は国４分の３、県８分の１、町８分の１となっております。 

また、保護者が負担する利用料も施設の収入として運営に充てられます。 
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次に、利用者の負担料につきましては、令和７年度の国の実施要項では３００円

程度が標準と定められていますので、本町においても、まずは国の標準負担額を基

本とする予定でございます。これは全国一律の制度として、１機関で大きな格差が

生じないようにするためです。 

また、低所得者世帯等の保護者負担に関しては、住民税非課税世帯等に対する減

免措置は国の制度として設けられているため、これに沿って負担軽減を図る予定と

しております。 

以上でございます。 

○議長（牛嶋津世志君）ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は、産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第５７号は産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

ここでしばらく休憩をしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）それでは１１時１０分から再開したいと思います。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時１１分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（牛嶋津世志君）休憩前に引き続き、会議を続けます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第９ 議案第５８号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び

規約の一部変更について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第９、議案第５８号、熊本県市町村総合事務組合の共同処

理する事務の変更及び規約の一部変更についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長、岩下雅広君。 

○総務課長（岩下雅広君）おはようございます。 

議案第５８号で御提案いたしました熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更及び規約の一部変更について、提案理由の説明を申し上げます。 
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共同処理の構成町村であります菊池市から、令和８年３月３１日をもちまして共

同処理事務の一部であります交通災害見舞金事務からの脱退の申し出があったこと

に伴いまして、熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更するものでございます。

規約を変更するときは、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要

がございますので、御提案申し上げるものでございます。 

以上、御説明申し上げましたが、御審議いただき御決定賜りますようお願い申し

上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）討論なしと認めます。 

これから議案第５８号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及

び規約の一部変更についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。 

本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（牛嶋津世志君）全員起立です。 

したがって、議案第５８号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変

更及び規約の一部変更については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第５９号 高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第６０号 高森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１０、議案第５９号、高森町一般職員の給与に関する条

例の一部改正について、日程第１１、議案第６０号、高森町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、関連議案ですので一括して議

題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。総務課長、岩下雅広君。 

○総務課長（岩下雅広君）議案第５９号で御提案いたしました、高森町一般職員の給与

に関する条例の一部改正について及び議案第６０号で御提案いたしました、高森町

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、関連がご

ざいますので、併せて提案理由の説明を申し上げます。 
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今回の改正は、令和７年８月の国の人事院勧告及び同年１０月の熊本県人事委員

会勧告に基づき改正するものでございまして、月例給と期末勤勉手当を引き上げる

ものでございます。 

月例給、つまり給料につきましては、初任給をはじめ若年層に重点を置きつつ、

そのほかの職員についても昨年を上回る引き上げをするものでございまして、全体

平均で約３.３％の引き上げを行うものです。ちなみに、昨年、令和６年度は平均

３％の引き上げでございました。 

また、期末勤勉手当につきましては、期末手当と勤勉手当、それぞれ１００分の

２.５ずつ引き上げることにより、年間で０.０５か月分の引き上げとなり、年間４.

６か月分から４.６５か月分へと引き上げるものでございます。 

公務員に限らずどの職種におきましても人材確保は喫緊の課題となっております。

さきの９月に実施いたしました全国統一の職員採用試験では、本町では４名の募集

に対し３名の方が受験されました。阿蘇管内でも募集定員割れの市町村が多く、独

自に採用試験を実施している市町村もございまして、高森町も追加で独自の日程で

試験を実施する予定としております。何とか人材確保に向けて取り組んでおるとこ

ろでございます。 

今回の国の人事院勧告の概要の冒頭には、「激しい人材獲得競争を勝ち抜くため、

改革を次のフェーズへ」と記されており、官民格差解消を図り、採用市場での競争

力向上を図る狙いでもあります。 

なお、会計年度任用職員の給与改定につきましても、人事院勧告に基づく給料表

を改定するものでございます。 

いずれの議案も施行日といたしましては、令和７年４月１日に遡及しての適用と

しております。 

以上、御説明申し上げましたが、御審議いただき御決定賜りますようお願いいた

しまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。８番、後藤三治君。 

○８番（後藤三治君）８番、後藤です。 

ただいま総務課長のほうから改定の説明をいただきました。この引き上げには何

ら異論はございませんが、ちょっと確認させていただきたいと思います。 

現在、町役場には職員が４種目おられるわけですか。一般行政職員と、それから

６０歳を過ぎて再任用時短職員、それから保健師さん、それから会計年度任用職員

という４種類があると思われますけれども、私この給料表を見て、非常に給料が上

がってきてるんだなというのを感じたところでございます。私たちが組合でおりま
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したとき、多分この一番１級の１号の踏み出しといいますが、この金額が大学卒業

ぐらいの給料じゃなかったかなと思っておりますが、今はもう一番最低でもこれだ

け高卒でもいただけるということなんだろうと思います。そういうところで、今４

種目おられるということで、それぞれ職種ごとに人員がどれだけおいでであるのか

お分かりになればお願いしたいということが１点と、確か、保健師さん、医療職に

ついては、私たちが組合のときにはもう医療職は、多分、該当がいないということ、

また、そのときおられても行政職のほうがいいということで医療職を外したような

気もするんですけれども、現時点でも医療職を適用されてる方がいらっしゃるのか

どうかをちょっとお尋ねしたい。 

それから、次に、この給料表を、例えば、高校を卒業して高森町の役場に入られ

たときに、この給料表のどこからスタートするのか。もしそれを説明いただけるの

であればお願いしたい。 

それから、再任用ですね、まだ定年が延長になって再任した職員としておられる

方の給料表もありますが、この格付は、要するに、従前もらっておられた級のとこ

ろに該当するのかどうかも教えていただきたい。 

それから、会計年度任用職員の給料表の決め方はどのようなことでされているの

か。どこからスタートするのか、もしお分かりであればお願いしたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）総務課長、岩下雅広君。 

○総務課長（岩下雅広君）まず、一般職員の数でございますけども、８７名おります。

この中に保健師さんも含まれておりますけども、まず、保健師さんの医療職として

適用されているかどうかということなんですけども、そちらにつきましては、保健

師さんはこの給料表の医療３表という表に適用されております。 

あと、初任給につきましては、行政職給料表１でいきますと、１の１から高卒の

場合いきます。それに従って、あと、それまでの前歴とかそこら辺を含めまして給

与の格付を行っております。 

あと、再任用につきましては、給料表の一番下のほうにあると思うんですけども、

この級別に書いてありますけども、級につきましては、再任用前の級とはまた別に、

再任用になられたらこの１級のほうから適用しております。保健師の人数は４名で

す。あと、再任用の方の人数もですかね。実は、この会計年度任用職員の今数とあ

りますけども、後から議案提案いたしますけども、一般会計の予算書のとこの最後

のほうにこの人件費がありますので、そこのほうで職員数は書いてあります。令和

７年１２月補正での段階で、会計年度任用職員の方は６７名いらっしゃいます。こ

れには地域おこし協力隊と集落支援員の方も含まれます。再任用の方の数につきま

しては。 
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○議長（牛嶋津世志君）総務課長、資料がなければ、後日また提出してください。 

○総務課長（岩下雅広君）はい、また後日お答えさせていただきたいと思います。申し

訳ありません。 

○議長（牛嶋津世志君）８番、後藤三治君。 

○８番（後藤三治君）８番、後藤です。 

ありがとうございます。急に言いましたもんですから、申し訳ございません。私

が本当に聞きたかったのは、会計年度任用職員で給与を見せていただくと、１級の

２５号までしかないんです。任期も一緒ですけれども、ほかの行政職とかの方は、

もう級が６まであったり、下がずっと百何号まであったりするんですが、会計年度

任用職員ですから、短期的職員と言いますか期間がそう長くないからこれに当ては

まるのかなと思うんですけど、ただ、会計年度任用職員の方で、例えばいろいろな

実績があって年齢も行かれている場合、この会計年度任用職員の給料表で、もし足

るのかどうか。一般行政職員と比べて、これは同じ給料でスタートしてると思うん

です。踏み出しもですね。ただ、要するに、年齢が例えば事情によって４０とか５

０とかになって会計年度任用職員になられて、そういう経験もおありだったという

場合は、当然、前のも考慮されると思いますが、そうなったとき、今の給料で行く

と、もう枠がないということも発生するんじゃないかなと私は思うんです。そうい

う採用が実際あるかどうかちょっと分かりませんけど、やっぱりそういうときのた

めにもう少し枠を広げるなり、例えば、級を上げるなりすることも必要じゃないか

なと思いますが、それは可能なのかどうかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）総務課長、岩下雅広君。もう自席からいいです。 

○総務課長（岩下雅広君）自席から失礼いたします。 

今、この会計年度任用職員の給料表がありますけども、こちらの給料表の適用が

会計年度任用職員のフルタイムで勤務された場合の給与額となっております。今現

在、勤務されております会計年度任用職員さんのほとんどがパートタイムでござい

まして、この給与額の７割を今支給しているような状況となります。この会計年度

任用職員の制度自体が全国的に統一でされているものでございまして、この枠を広

げることは可能かということなんですけども、この枠を広げることは今のところ難

しいと思います。一応、この最高額まで行った方は、もうそれ以上上がらないよう

な仕組みになっております。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）ほかに質疑はありませんか。１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯です。 

ここ数年、職員の給料のベースアップというのが顕著に各自治体で行われており
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ます。人事院勧告のほうで素直に上げる方針を出されているということは、働く側

からすれば非常に歓迎するべきことであるなと思っております。しかしながら、や

はり、そこでトップの方たちからすると、要するに、各自治体の政を実施していく

上において、又は、国や県から移管を受けた事業等について、いろいろと経費を重

ねておる自治体等については、職員給与について、交付税等で措置はあるものとは

いえ、なかなかそれ以外の手当て等については、やっぱり大変な思いをされるんじ

ゃないかなと思います。しかしながら、やはり物価上昇の波の中で職員の給与を上

げていくというのはどうしても必要なことで、今、後藤三治議員からもありました

とおり、高校卒業で初任給が１９万を越したということになってくるんですが、し

かしながら、社会保障費が上がっておりますから、実際の手取りがどうかというこ

とはまだ分かりません。しかしながら、私が感覚で見れば、金額が上がってもそれ

相当する分ぐらいは社会保障費が上がってきておりますので、若い職員さんについ

ては、相変わらず苦労をされるんじゃないかな、そのように考えます。そうした中

において、公務員の希望者が減ってきておるということも、今、総務課長のほうか

らお話がありました。当町においては、社会人枠で途中採用をされておるんですけ

れども、以前、私が申し上げました社会人枠で採用された職員を年齢給から始めて

いったときに、１８歳から高校卒業して地道に公務員として頑張ってきた職員から

すると、いきなり追い越されるようなことがあると。やはり、そういうことがある

と、そういうことに対しての何らかの不満というのも生まれてくる。そうなってく

ると職員の離職率がまた増えてくるんじゃないかなと思います。若い職員は素直に

頑張りますし、年数を置いた職員の方たちは、その経験を生かして頑張っておられ

ますから実績も上がってきます。そういうところで、なかなか働き場所を給与が上

がったから楽しい職場というふうな認識には置けないと思いますけれども、当町に

おいてもやっぱり途中退職の方が結構今までおられました。このベースアップが今

後そういうところでいいほうに変わっていくのかどうかというのは未知数でありま

す。 

うちの町では、今、風鎮祭等を実施しておる。風鎮祭を風鎮祭実行委員会、長年

の歴史の下で行っております。給与が上がって若い人たちも結構いらっしゃる。う

ちの役場は若い人たちがこの風鎮祭の向上会に参加していらっしゃるんですが、給

料は上がるのはいいんですが、職員としての権利、有給休暇であったり公休であっ

たり職務であったりという中において、あと一つ、やっぱり職場内の働き方として、

地元の祭りに向上会で参加していったときに、それを自分の有休を使わなければな

らないというお話を聞きました。本来、有給というのは、自分の家族なり家庭、ま

た自分の要件等で取るべき権利であると思うんですが、町の祭りに対して、やはり
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自分たちが参加しないと祭りが存続しないという使命感から、役場の職員がそれに

参加をされるということに対して、やはり町はそれに対しては公休扱いを私はすべ

きじゃないかなと。そうして働き方改革にしていただくべきじゃないかなと思って

おります。ですから、今回、給料も上がります。そして、働き方も変わりますとい

う位置からすれば、そういうことも今後考慮すべきではないかなと思うですけれど

も、その点については任命権者である町長のほうからいかが考えておられるかとい

うことをお答えいただきたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）総務課長、岩下雅広君。 

○総務課長（岩下雅広君）すみません、１０番議員の御質問に私のほうから先に答えさ

せていただきます。 

今、地域貢献活動として地域の催事とかに参加する場合の公休として取り扱うこ

とはできないかという御質問でございましたけども、今現在、高森町の職員の勤務

時間、休暇等に関する条例と同じく、その条例施行規則というのがございまして、

その中で職員の休暇取得に関する規定が定めてあります。その中で、今現在ござい

ますのが、特別休暇の中に社会奉仕活動、ボランティア活動ですね、いわゆる、そ

れに関しては、最大５日間の休暇が取得可能となっております。御質問のありまし

た地域貢献活動につきましては、現在、この条例規則等のほうには規定がありませ

ん。ただし、実情といたしまして、私も身に染みて感じましたけども、職員自身が

地域の催事とかに一員となって参加することによって、地域の状況やその課題につ

いて実感することができるものと思われます。これは机上でいろいろお話を聞いた

り、書類上で見るのとはまた大きな差があると思います。だから、とても有効なこ

とだと思います。 

あと、これを踏まえまして、令和５年１２月に「「令和４年度地域公共団体の勤

務条件等に関する調査」の結果等を踏まえた地域公共団体における勤務環境の整

備・改善について」という、総務省から公務員の地域貢献活動には休暇を新たに新

設できるという通知があっております。これによりまして、自治体独自でこの地域

貢献活動の休暇を設けることができますので、まずは、この近隣市町村の動向も含

めて、慎重に検討をしていきたいと思います。と言いますのも、まだ、熊本県内で

は、この事例がないということでございますので、慎重に検討していきたいと思い

ます。 

また、この職員の勤務時間・休暇等に関する条例施行規則を令和７年度に一部改

正を行いまして、内容につきましては、この特別休暇、今は夏季休暇ということで

６月から１０月の間で３日間取っていただいておりましたが、今年度からこの３日

間を５日間に変更しております。それはなぜかと言いますと、先ほど１０番議員さ



25 

んが言われましたとおり、向上会に所属している職員のほうから、もうほとんど３

日間だったらこの夏休みを使ってしまって、あとは有給で休むしかないとかそうい

うお話を聞いておりましたのと、もう一つは、阿蘇管内の市町村で本町と南小国町

だけが３日間でありましたので、今年度５日間に規則の改正をして運用をしており

ます。さらに、本町の年次有給休暇の取得率、これが令和６年度で５８％でござい

まして、これは国の指針としましては７０％を目指すこととしておりますので、ま

ずは有給休暇取得率を向上させて、新たな地域貢献活動の休暇制度の策定に取り組

みたいと思っております。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）佐伯議員の御質問に、今、総務課長が答えたとおりで、世の中の

流れはそういうふうになっておりまして、地方自治体としては、やはり総務省がこ

の地域貢献活動の規定をきちんと定めて、休みを取れるというところを通知してき

てるというのは私も知っておりますが、一方で、やはり熊本県内の自治体でこの地

域貢献活動の休みというところをやってるところがないということでございます。

県の市町会、町村会でもこの話を以前やったことがございますが、現状ではそこか

らどこかの自治体がやってるということはないということで、議員おっしゃるこの

地域貢献というところをどういうふうに今後具現化していくかということが大事か

なと思います。その前に、やはり有給休暇の取得が、当町、高森町は約６割という

ことで、基本７割を目指してるということですので、今１階で働いていただいてる

職員さん、役場庁舎外で働いていただいてる職員さんにもぜひ有給の取得をお願い

したいというふうに思っております。 

それと、もう１点が、議員がそういうところを言っていただけるのはとてもあり

がたいです。一方で、風鎮祭だけでなくて、ほかの地域貢献活動もあるかというふ

うに思います。また、民間の要は一般で働かれてる方で風鎮祭も含めて地域貢献を

されてる若い世代もたくさんいますので、そういうとこの感情も考えながら、今後、

地域貢献活動というところをしっかり高森町として実現化できればいいかなという

ふうに思っておりますので、今しばらくお待ちになっていただければというふうに

思っております。しっかり検討させていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

○議長（牛嶋津世志君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）ありがとうございます。町長の口からと総務課長の口から、県

内の自治体の中でそういうことをやってる自治体がないというふうなことで、近隣

市町村の中でも例がないということでございました。ただ、私が期待するのは、高
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森町の草村大成町長は、熊本県でやってないことをやるから新聞、マスコミ等で取

り上げられるということで、大変喜ばしいことであります。高森町はいいね、高森

町はいいねというふうに言われます。ですから、職員についても、やはり高森町の

職員ですと言ったら、ああ、高森町はいいねと他の自治体の職員から言われるよう

な働き場所として環境として築き上げていただきたいと思っております。有給休暇

を取る方たちがまだ５８％ということで、６０％に満たしておりません。それにつ

いては、内容はよく研さんをしていただきたいなと。なぜ取れてないかというのを

調査をしていただきたいと思いますし、地域催事については、少子高齢化の中で後

を継いでいく方たちが非常に減少していっておるという現状ですので、高森町役場

の職員、特に若い人たちが向上会に参加しないと恐らく風鎮祭のにわかもにぎわわ

なくなってしまうような気がいたします。そうしたときに、自分がお盆休みとか家

族のために使える有給休暇や特別休暇をそれで費やすんじゃなくして、地域の催事

にやっぱり役場の職員として地域の発展、地域の継承を進めるということからして、

公休扱いができるような策を練っていただけるように、令和８年度にはやっていた

だけるようにお願いをしたいと思います。給料については、こういうふうに上げて

いかないことには、他の産業と比べたときに公務員給与というのが安く見えるとい

うことから、やっぱり応募する方たちが少なくなってくるような気がいたします。

しかしながら、安定職業でございますから、その上に給料が上がる。そして、働き

場所としても最適であるというふうにレッテルを貼っていただければ、若い人たち

がどんどんどんどん高森町役場を受けていただけるものだというふうに思っており

ますので、課内で十分練っていただけるように町長にもお願いをしたいと思います。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）討論なしと認めます。 

これから議案第５９号、高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第６０号、高森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（牛嶋津世志君）全員起立です。 
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したがって、議案第５９号、高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて、議案第６０号、高森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第６１号 令和７年度高森町一般会計補正予算について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１２、議案第６１号、令和７年度高森町一般会計補正予

算についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）議案第６１号で御提案いたしました、令和７年度高森町一般会計

補正予算（第５号）について御説明申し上げます。 

今回の補正は、主に事業進捗に伴い国や熊本県の補助金を活用した事業の経費に

ついて補正するもので、歳入歳出それぞれ４,９９７万円を追加し、予算の総額を

９５億１,４９０万５,０００円とするものでございます。 

予算書５ページをお開きください。第２表、地方債補正について御説明いたしま

す。こちらにつきましては、地方債の活用予定としております事業について、起債

の１次協議の結果と２次協議に向けた地方債の補正を行っております。 

続きまして、９ページをお願いします。これは歳入になります。主なものを御説

明いたします。第１１款第１項地方交付税におきまして、令和７年度の交付決定に

基づき３億３,９７５万４,０００円を追加計上しております。 

第１５款国庫補助金、第１項国庫負担金におきまして、令和７年８月豪雨により

ます公共土木施設災害復旧費の国庫負担金として５６１万６,０００円を計上して

おります。 

続きまして、１１ページをお願いします。第１９款第１項繰入金につきまして、

各種基金を活用して実施する事業の財源とするため、基金繰入金を計上いたしまし

て財源調整といたしまして、財政調整基金からの繰入金を減額しております。 

続きまして、歳出について御説明いたします。お手元の一般会計補正予算概要書

を基に御説明を申し上げます。いつものように右上の番号で御説明を差し上げたい

と思います。 

農山漁村振興交付金事業について御説明を申し上げます。これ１番ですね。この

事業は、令和７年度補正予算（第２号）で御承認いただきました農山漁村振興交付

金事業につきまして追加交付をいただきました。それに基づいて追加計上しており

ます。事業内容としては、地域団体ＮＯＫａＴｓにおいて本事業を活用し、ドライ

フラワー等々の販売強化を実施予定とされています。 

続きまして、スライド２番、ナンバーの２番です。これ庁舎等の改修設計業務委
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託事業についてでございます。こちらの事業は庁舎の防災機能の強化、有効な空間

活用、これを両立するため庁舎等の改修設計を実施するものでございます。費用と

して１,４９０万円を計上いたしました。この事業は、防災機能の強化と庁舎のス

ペースの有効活用を両立させ、災害時には防災対策本部の拠点機能だったり被災者

受入スペースの確保ができるとともに、普段は多様なニーズに応えられる配置にす

ることと、今のこの議場のバージョンアップ化を進めて、議会と行政の機能性向上

を図りたいというふうに考えております。 

続きまして、３番、学校教職員用スマートフォン購入事業について御説明を申し

上げます。この事業は、当初であれば教育委員会が当初予算で計上をするスケジュ

ール感で積み上げていただいておりましたが、私のほうで今回の１２月に計上した

いということをお願いを教育委員会に無理を申し上げまして、職員さんに積み上げ

ていただいたことでございます。学校現場の校長先生や教職員の皆様にも御協力い

ただきましたので、お礼を申し上げたいと思います。これは高森町は教育の情報化

先進自治体として、いろんなところで認可またそういう評価をいただいておりまし

て、１５年間、教育の情報化の環境整備として、議会の議決をいただきながらいち

早くどこの自治体より導入してまいりました。現在、例えて言いますと、タブレッ

トもそうですけど、電子黒板等も含めて多くのデジタルの機材をより各機器の情報

の連携ができる。それを円滑化するために教職員用のスマートフォンを配備いたし

まして、各機器をシームレスに連携させたいというふうに思っております。それと、

１２月に年度途中に急いでいただいたことは、やはり、最近マスコミで見てお分か

りだと思いますが、熊本県以外でも起きております学校の教職員さん等も含めた、

各民間もそうですけど盗撮の事件等がかなり起きております。これは社会問題とな

っております。そういう中で教職員の学校の先生が、やはり情報の共有をやったほ

うが早いということで、個人のスマホ利用をなされてるというところを私自身も確

認をいたしました。そして、どうしても必要なときにはそうするしかないというこ

とですので、逆に言いますと、それは学校現場として好ましくないということで、

学校の先生も、また生徒もお互いが安心して学校生活、授業を受けていただく、そ

ういう環境を前倒しして目指したいというふうに考えております。 

続きまして、４番のエンタメリンケージ事業につきまして御説明申し上げます。

こちらは、エンタメ業界と連携したまちづくりの協定において、０９６ｋ熊本歌劇

団の現役団員や卒業ＯＢ、もしくは講師等々の方が、高森町の一つの宝である風鎮

太鼓の保存会に対して補助を実施するものでございます。既に議会のほうに御審議

いただき議決をいただいております、当初予算でも計上しております内容に追加を

したいというふうに考えております。指導者を増やしたい。また、修繕等も出てき
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ておりますので、その経費を町は負担して高森町指定無形民俗文化財の継承とエン

タメ業界とのまちづくり協定に基づき、進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

また、今年の風鎮太鼓の保存会の総会において、この御提案は要望として出され

ております。また、修繕等もなるべく早くやったほうが、逆に修繕料が手前の段階

で収まってくるというふうに認識いたしておりますので、今回の補正予算では２０

０万円を追加して、総額１年のパッケージの事業として４１２万円として、全額を

エンタメ業界からいただいてるエンタメ基金を財源とする予定でございます。 

続きまして、スライド５番、高森町中小企業後継者育成対策事業について御説明

申し上げます。これは、高森町の商工会に加入してる事業者で、新たに後継者とな

る方に対して助成金を交付するものでございます。当初予算で、これも議会の議決

をいただき計上しておりますが、さらに２件の方が後継者として継承していきたい

ということで、その分をさらに追加計上、今回させていただきました。とてもいい

ことだというふうに思っております。全額をふるさと応援基金を活用する予定でご

ざいます。 

続きまして、スライド６番、ふるさと応援熊本地震創造的復興事業について御説

明申し上げます。この事業は、３月の当初予算では時期的に。 

［何事か呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）町長、５番が入ってなかった。 

○町長（草村大成君）申し訳ございません。すみません、訂正をさせていただきたいと

思います。スライド５番の高森町中小企業後継者育成事業については、削除させて

いただきたいと思います。これはもう、すみません、前回、御提案いたしまして、

議会のほうで議決をいただいてるところでございますが、私のほうは多分コピー・

ペーストをしてしまって、申し訳ございません。スライド５番がふるさと応援熊本

地震創造的復興事業負担金になっております。スライド５を説明させていただきた

いと思います。こちらの事業は、３月の当初予算では、時間的に間に合いませんの

で、１２月に計上させていただきました。熊本地震から年が明けて令和８年４月で

１０年目の節目を迎えることになり、これは熊本県も含めて熊本市、もしくは被災

自治体、もしくは被災をされてない自治体もイベント等をなされる予定だというふ

うに思っております。当町も熊本地震からの創造的復興のシンボルである南阿蘇鉄

道高森駅において、イベントもそうでございますが、慰霊の意を込めた事業を行い

たいというふうに考えております。イルミネーションやライトアップ、また、これ

まで南阿蘇鉄道高森駅には多額の応援金をいただいておりますので、御協力をいた

だいたファンの皆様、そして町民の皆様、そしてその他クラウドファンディング等
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を通じて応援していただいた全国の多くの方々に感謝ということを表現したいとい

うふうに思っております。そのことによって南鉄の継続的な運営につなげていきた

いというふうに考えております。事業費は５００万円で、全額南阿蘇鉄道復興応援

基金を財源とする予定でございます。 

以上、今回、御提案しております補正予算について、その概要を御説明申し上げ

ましたが、御審議の上、御決定賜りますようお願いをいたしまして、説明を終わら

せていただきたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

その前に、ただいま町長が５番と言って後継者育成事業の案がありました。これ

は削除させていただきたいと思いますので。 

質疑はありませんか。６番、後藤巌君。 

○６番（後藤 巌君）６番、後藤です。 

予算書の２１ページ、５款１項２目、ここで予算書の概要書にも１番で入ってま

す。中山間地農業ルネッサンス推進事業補助金、そして、２２ページ、耕作放棄地

解消事業についてお尋ねしたいかと思います。これは国事業でございますので、そ

この財源云々についてというところは私のほうは意見はありません。ただ、これも

多年度にわたる事業で、実際にその効果等が課として把握とかされてるかどうかと

いうのをまず伺いたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）農林政策課長、芹口孝直君。 

○農林政策課長（芹口孝直君）まず、２１ページの５款第１項２目１８節の中山間地農

業ルネッサンス推進事業補助金ですが、こちら概要書のほうにも簡単に御説明はし

てありますが、こちら令和５年から取り組んでいらっしゃる事業で、今回、令和７

年の一般会計補正予算（第２号）で計上した事業予算に係る追加要望分の５０万円

の計上となっております。こちらは毎年事業に取り組まれておりますので、竣工検

査等を町でも実施しまして、内容のほうを把握しております。 

続きまして、２２ページの耕作放棄地有効利用促進事業ですが、こちらのほうは

単県補助となっておりますが、町のほうも反当たり１万円の上乗せ補助をして、耕

作放棄地の解消をしていただいて、５年以上耕作を行っていただき、地域計画に位

置づけられた担い手に対する補助金となっております。こちらのほうも事業実施後、

耕作放棄地解消を毎年報告義務がありまして、町でも５年間、目視で確認しまして、

県のほうに報告をしております。今のところ、こちらの目視で確認をしているとい

うような状況になっております。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）６番、後藤巌君。 
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○６番（後藤 巌君）なぜ尋ねたかと申しますと、今、１団体についてされてると思い

ます。当然、こういう事業があるということを知れば、今後、例えば、ほかの団体

の方がこういう事業に取り組みたいとか、そういうときにきちんと課としてアドバ

イスが出せるかどうか、そういうものはきっちり課が把握しておれば、こういうパ

ターンとか、例えば、ケースバイケース等に話ができると思うので、やはり、その

蓄積された分をきっちり課が持つということは大事だと思います。別に私は、これ

は成功とか失敗を話してるわけじゃなくて、失敗の中にも当然参考になる分という

のはあるはずなので、そういうものもきっちり課が把握された中で、もしほかの団

体さんがこういう事業を取り組みたいと、何かないかと相談があったときに、きっ

ちり答弁ができるようにということで確認をしました。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）昼も過ぎましたから早く終わりたいと思いますけれども、今、

後藤巌議員が聞かれた補助の検証についてのお話だと思います。今回もいろいろと

補助という文言が書いてございます。その中において、いろいろ助成金とか補助金

とか、その性質について総務課長にお尋ねをしたいと思うんですが、主に補助金と

いうのは補って助ける。そして、それが目的にどの程度達成したかというのは見な

ければならないと思うんですが、助成金というのは、助けることによってそれが成

るというふうに読んで字のごとくだと思うんですけれども、そのあたりについて、

課内において、庁舎内においてどのような検証をされるか、どのような調査をされ

るかということを総務課長のほうから代表してお答えをいただきたいと思います。 

○議長（牛嶋津世志君）総務課長、岩下雅広君。 

○総務課長（岩下雅広君）どのように実証するかということですけども、補助金又は助

成金、こちらそれぞれの補助金とか助成金の交付要綱、交付規則等ありますので、

それに従って交付をされるものでありますけども、事業が完了しましたら実績報告

を出していただきまして、それで、その後、検査、その後、補助金額の確定とか助

成金額の確定をして請求となる流れとなっております。 

また、なお、ちょっと以前調べましたけど、補助金については経済産業省の管轄、

助成金に関しては厚生労働省の管轄ということで、こういった要件も今書いてあり

ます。一応、そのような感じで、補助金はそれぞれの交付要綱、交付規則とありま

すので、それに従って検証しているとこでございます。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）補助金、助成金の検証の仕方について、今、総務課長のほうか
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ら内容を御説明をいただきました。議長にちょっとお諮りしますけれども、今、１

２月１日から始めましたお米を買うための補助金も、これも補助事業ではあるわけ

でありますので、ちょっとそれについて簡単に担当のほうからお聞きしたいと思い

ますけれどもよろしいでしょうか。 

○議長（牛嶋津世志君）ただいま、１０番、佐伯金也君から提案がございました。これ

は１２月１日から高森町はお米券を配布しておりますが、それに関連して説明等が

ございますので、許可いたしますので、担当のほうから説明をお願いしたいと思い

ます。 

○１０番（佐伯金也君）ちょっと私のほうから質問を先に。 

○議長（牛嶋津世志君）ごめんなさい。はい、どうぞ。１０番、佐伯君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯です。 

今、総務課長のほうから補助金、助成金についての説明がございました。１２月

１日から実行しておる１１月の議会で提案されたお米券につきましても、これはお

米を買うための補助事業でございます。そういう意味からして、この補助事業をど

のようにして検証するかということであると思うんですが、大変、町民の間では喜

んでる方もいらっしゃいますし、なかなか利用ができないという方もいらっしゃる

わけです。そういう中において２,８００万の事業費を組んであるわけなんですけ

れども、この事業費の決済についての検証をこの担当課である住民福祉課、どのよ

うに検証をされるかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）住民福祉課長、石田昌司君。 

○住民福祉課長（石田昌司君）今回の生活お米券、１２月１日から始めたお米券の検証

をどうするかという御質問ですけれども、お米券の検証につきましては、申請者、

何人申請されたか、また、それを何人使われたかまではこちらで把握することがで

きます。それ以外の検証については厳しいものと考えております。例えば、そのお

米を何の種類を買ったのか、また、お米と一緒にほかの何を買ったのか、そういっ

たことまでは検証できないものと考えております。あくまでも利用者の人数、申請

者の人数、あと、それをお店に持って行った人数、そこまでしか検証できないもの

と思っております。 

以上です。 

○議長（牛嶋津世志君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）非常にお米券は好評でありますから、安心をしていただきたい

と思います。ただ、店舗が限られてきますから、買われる方たちがお米とみそであ

ったりしょうゆであったりカップヌードルであったり冷凍食品であったり、いろん
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なものと一緒に合算して買われます。その店舗の決済方法によって違ってくると思

うんです。要するに、よくスーパーあたりに行くと２０％引きとか３０％引きとか

というのがあって、その商品を通したときに２０％引きというふうに自動的にする

レジもあれば、後で２０％引きと調整される場合もあるわけで、今回のお米券を１,

５００円のやつを持って行ったときに、お米を出したときに券を買う方が出せば、

１,５００円引きという形になるんだろうけれども、総体的にレジが終わった後に、

お米券があるんだけどと出されたときには、恐らく合算した中から１,５００円マ

イナスになるのかなと。これはもう店舗によって違うと思います、決済方法は。今、

住民福祉課長が言われたとおり、申請者が何人で発行枚数がどれだけで、その中で

何枚が換金に来られたかというとの調査はできると思う。しかしながら、それ以上

の調査は、これはできないなと。私も監査委員として、事業費の中で不用額がどの

程度出たかということの調査はできるんですが、これを使った先の店舗に行ってそ

れを調査することというのはなかなか、これは店舗ごとの裁量でやっておりますか

ら私はできないというふうに判断しております。ただ、お願いしているのは、あく

までもお米券ということでありますので、お米を買ってくださいという。ただ、今、

新聞やマスコミ等を見ると、農林水産大臣が当初言ってたお米券について、国会で

はなかなか不評だから、もしかしたらお米券の代わりに現金付与じゃないかという

話もあるようであります。そうなってくると、町のほうにはお米を買ってください

ということでお金が特別交付税で入ってくる可能性はあるわけです。ですから、な

かなかこの使い方については難しいと思います。町長、住民の方にお話を聞いても、

非常に皆さん好意的に取っておられるんですが、中にはやっぱり５キロは大きいよ

と、３キロでいいよと言われる方もいらっしゃるんです。私も最初５キロでないと

いかんのかと、いろいろ質問させていただきましたが、実際、今の時期になってく

ると５キロは多いよと。じゃあ、サトウのごはんもお米だけどもいいんじゃないか

と。これはお米券と書いてあるんです。お米なんですよ、あれ。御飯なんだけども

お米。サトウのごはんが２００グラムで１６０円、５キロ買うと４,０００円にな

る。１,５００円持って行ったら２,５００円で買えはせんだろうかと思ったけど、

店に聞いたら駄目ですと断られました。そういうことで、なかなかそれもお店さん

の判断だけだろうと思うんですけども、なかなか調査する機会がございませんが、

町長が肝煎りの事業でございます。私たちも肝煎りの推薦する事業でございますけ

れども、どのように感じておられるか、ちょっと町長よろしくお願いします。 

○議長（牛嶋津世志君）町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）お米券に関して補助ということですので、関連した質問をいただ

きました。今、メモもしておったんですが、議員が御自身でお答えになられました。
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議員ですね、監査をされておりますので、私のほうが答えるまでもなく、例えば、

私たちも、先ほど石田課長が答えたとおりが、私たちが常にやってる検査方法でご

ざいまして、監査委員といたしましてこれまで仕事をなされておりますので、監査

委員としても非常にどこまで監査できるのかというところもあるかと思います。先

ほどおっしゃったように、監査委員としてもそれは限界があるというところで、町

といたしましても、先ほど石田課長が答弁したとおりでございます。民間のレジシ

ステムまでの指定まではとてもできません。そもそも目的が消費者の経済的負担軽

減と農家の方、特に価格上昇が著しい米農家、上昇するということは下落もあると

いうことですので、米農家の方の生活基盤の安定というところで、そこが落ち着く

までは、使途を限定した、米に限定したこの時期であるからこそ限定すべきであっ

て、限定することが施策としては生きてくると、目的に対してですね。そういうこ

とですので、ぜひ町民の皆様に幅広く御利用していただきたいというふうに思いま

す。国から今回、現在、閣議決定しております物価高騰の支援金が、今後、メニュ

ー化で熊本県に下りてきて、そこから市町村に下りてくるというふうに思っており

ます。現在言われておりますお米券に関しては、通常、国から各自治体に金額が決

まるわけでございますが、それとはプラスで、お米券の事業をやったところにはプ

ラスで来る可能性が高いというふうに言われておりますし、実際、国会の議論でも

そういうふうになっております。最終的に国会に議決がどうなるかというところが

あるかと思いますが、当町としては、１２月の頭から届けないと意味がないという

ことで、議会に諮って、先行でやらせていただいております。町としては、先ほど

石田課長が言った検査方法で、件数とそこまでしか内容の、要は、一緒に何個か買

われた中で、どれにどうかというところはありませんので、また、検証のしようが

ございませんので、使っていただきたいなというふうに考えております。 

また、これですね、私が思うには、財政のほうはもう見解持ってると思いますが、

国からの物価高騰の特別の枠で来る場合は、多分、期間限定にもちろんなると思い

ますし、使い切り、使えなかった場合には返還になるかという可能性もすごく高い

と思いますので、ぜひ町民の皆様も、また農家の皆さんも使っていただきたいと思

いますし、町のお店の方、大手スーパーの方も国産米であれば使えますので、しっ

かり使っていただきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（牛嶋津世志君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）ありがとうございました。非常に今、町内で迷っていらっしゃ

る方もいらっしゃいますので、これを機会に皆さん方がお米券を使っていただける

ものだというふうに御期待申し上げたいと思います。 
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また、議長のほうには、今回提案されておりますこの補正予算外の中で、特別に

今重要な事項ということで質問をさせていただきました。皆様方、昼から過ぎて大

変空腹の時間に気が立っておると思いますけれども、貴重な時間を使わせていただ

いて、そういうことで特別に質問をさせていただいたことに対してお礼申し上げた

いと思います。本当にありがとうございました。 

○議長（牛嶋津世志君）ほかに質疑はありませんか。４番、佐藤武文君。 

○４番（佐藤武文君）４番、佐藤です。 

本来の提案された議案についてちょっとお尋ねをしたいと思います。 

今回、地方債の補正がされておりますが、中身を見てみますと、２４ページ、土

木費、道路橋りょう費の地方債が合わせて１,１２０万減額されております。中で

も過疎債は３億２,５８０万に対して３１０万円の減額、辺地債は４,１００万に対

して８１０万円の減額、これは辺地債については２割ぐらい減額になってます。こ

れはもちろん協議の結果であると町長のほうから説明がありましたけれども、何か

理由があれば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（牛嶋津世志君）財政係長、児玉明君。 

○総務課財政係長（児玉 明君）総務課財政係長兼総合調整係長の児玉です。 

議員からの御指摘のとおり、過疎債及び辺地債におきましては、一次協議におき

まして大幅に減額をされているところです。今回、道路事業債の中で過疎債と辺地

債、合わせて１,１２０万減額させていただいております。これは過疎債も辺地債

も令和７年の国が定めます地方財政計画に基づいて予算配分されているところでご

ざいますけれども、過疎債を使う自治体、辺地債を使う自治体からの要望額が、近

年、非常に急増しているという点がございまして、熊本県内一律で減額調整が行わ

れているところでございます。 

なお、辺地対策事業債につきましては８１０万円と２割程度大幅減額でありまし

て、さらに過疎対策事業債は、今回では道路部分に関しては３１０万円程度の減で

すけども、これは二次協議で追加要望をしている部分を見越してこの減額としてお

ります。ですので、実際は、過疎対策事業債のほうがさらに大きく減額調整をいた

だいているところでございます。この状況は、来年度以降も続くことが見込まれて

おりまして、熊本県のほうからも過疎対策事業債及び辺地対策事業債を使って事業

を実施予定の自治体におかれましては、十分、満額入りがない可能性があるという

ことも連絡いただいているところでございます。非常に交付税措置が大きな起債で

ございますので、本町としても有効に活用してまいりたいと思いますし、また、な

るべく減額調整がないように、多額の不用額を出さない等の努力をしてまいりたい

と思っております。 
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以上になります。 

○議長（牛嶋津世志君）ほかに質問はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は、各常任委員会に付託したいと思います。御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第６１号は各常任委員会に付託することに決定いたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第６２号 令和７年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につい

て 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１３、議案第６２号、令和７年度高森町国民健康保険特

別会計補正予算についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課長、津留大輔君。 

○健康推進課長（津留大輔君）こんにちは。 

議案第６２号で提案いたしました、令和７年度高森町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。今回の補正は既定の予算に１５３万９,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億６４４万８,０００円とす

るものでございます。 

６ページをお開きください。歳入予算について御説明申し上げます。 

歳入につきましては、給与改定に伴う人件費等補正の財源となる交付金及び繰入

金をそれぞれ計上しております。 

７ページを御覧ください。歳出予算について御説明申し上げます。 

歳出につきましても給与改定に伴う人件費等の増額分を第１款総務費、第６款保

健事業費にそれぞれ計上しております。 

以上、今回提案しております補正予算について、その概要を御説明いたしました

が、御審議いただき御承認賜りますようお願いいたしまして、説明を終わります。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は、産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議あ
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りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第６２号は産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第６３号 令和７年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１４、議案第６３号、令和７年度高森町介護保険特別会

計補正予算についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課長、津留大輔君。 

○健康推進課長（津留大輔君）議案第６３号で提案いたしました、令和７年度高森町介

護保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。今回の補正は既定の予算に１９７万３,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億６,５２５万２,０００円と

するものでございます。 

６ページをお開きください。歳入予算について御説明申し上げます。 

歳入につきましては、給与改定に伴う人件費等補正の財源となる交付金及び繰入

金をそれぞれ計上しております。 

７ページを御覧ください。歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。 

第１款総務費、１項１目一般管理費を３００万９,０００円増額しております。

主なものは、１１節役務費に第１０期高森町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画

策定のためのアンケート実施に伴う郵便代として６５万８,０００円を計上してお

ります。１２節委託料に介護保険制度改正対応システム改修委託料として８２万４,

０００円を計上しております。 

８ページをお開きください。第５款地域支援事業費を総額で１０５万２,０００

円増額しております。各委託業務に含まれる人件費の給与改定に伴う増額分を計上

しております。 

最後に、第８款予備費で収支の調整を行っております。 

以上、今回提案しております補正予算について、その概要を御説明いたしました

が、御審議いただき御承認賜りますようお願いいたしまして、説明を終わります。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 
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お諮りします。本案は、産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第６３号は産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第６４号 令和７年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算に

ついて 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１５、議案第６４号、令和７年度高森町農業用水供給事

業特別会計補正予算についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。生活環境課長、二子石誠君。 

○生活環境課長（二子石 誠君）こんにちは。 

議案第６４号で御提案いたしました、令和７年度高森町農業用水供給事業特別会

計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

今回の補正予算は需用費の増額に伴い、歳出予算内での予算調整を行うものであ

り、歳入歳出予算総額の増減はございません。 

予算書の６ページをお開きください。第１款農業用水費、１目管理費につきまし

ては、年度末までの光熱水費が不足することが予想されるため１２０万円を増額し

ております。 

第２款予備費、１目予備費において収支の調整を行いました。 

以上、今回提案しております補正予算について御説明申し上げましたが、御審議

いただき御決定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は、産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第６４号は産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 
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日程第１６ 議案第６５号 令和７年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につい

て 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１６、議案第６５号、令和７年度高森町簡易水道事業会

計補正予算についてを議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。生活環境課長、二子石誠君。 

○生活環境課長（二子石 誠君）議案第６５号で御提案いたしました、令和７年度高森

町簡易水道事業会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

今年度、地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計として運営を開始

しており、今回、初めての補正となります。今回の補正は、主に事業進捗に伴う施

設維持管理費や人件費、固定資産整理による経費について補正するものでございま

す。 

主なものについて御説明いたします。 

１ページを御覧ください。第２条収益的収入及び支出について、収入を１,３８

６万１,０００円追加し、総額を１億９,０４０万８,０００円に、支出を１億３,６

７０万１,０００円減額し、総額を１億９,６５１万円とするものです。 

なお、この収益的経費には、有形固定資産減価償却費や資産導入に係る国・県補

助金等の収益価格が含まれておりますことを申し添えます。補正内容の詳細につき

ましては、後ほど御説明いたします。第３条資本的収入及び支出について、収入を

２０３万５,０００円増額し、総額を４,４３６万５,０００円に、支出を１５９万

８,０００円増額し、総額を６,４３４万７,０００円とするものです。補正の詳細

につきましては、後ほど御説明いたします。第４条特例的収入及び支出については、

前年度に係る予算額になりまして、未収金を１９８万６,０００円減額し１,３０１

万４,０００円に、未収金を１９６万８,０００円減額し、３０３万２,０００円と

するものです。 

続きまして、予算書の１２ページをお開きください。収益的収入及び支出の実施

計画明細書になります。収入について、１款水道事業収益、２目他会計補助金の一

般会計補助金につきましては、企業債利息に対する基準内繰出金、漏水やポンプ故

障等に伴う修繕費及び人件費の増額に伴いまして１,６４５万５,０００円増額して

おります。 

支出につきまして、１款水道事業費、１目原水及び浄水費の動力費につきまして

は、電気料高騰により６７２万２,０００円増額しております。２目配水及び給水

費について、燃料費を４７万円増額、委託料を１５０万円増額しております。こち

らは、漏水調査及び給水車による給水作業が増加したことによるものです。 

続きまして、１４ページをお開きください。資本的収入及び支出の実施計画明細
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書となります。現在、熊本県の受託事業で、高森市街地区にて無電柱化工事に伴う

水道管移設工事を実施しておりますが、執行状況により予算額に不足が生じますの

で、収入及び支出それぞれに２０３万５,０００円を増額しております。 

以上、今回提案しております補正予算について御説明申し上げましたが、御審議

いただき御決定賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明とします。 

○議長（牛嶋津世志君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。４番、佐藤武文君。 

○４番（佐藤武文君）４番、佐藤です。 

今、二子石課長が説明ありましたけども、第４条（２）未払金を未収金と説明が

あったと思います。訂正をお願いします。 

○議長（牛嶋津世志君）第４条（２）の未払金を未収金というふうに説明されたと思い

ます。これを未払金ということで訂正をお願いしたいと思います。 

ほかにはございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は、産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、議案第６５号は産業厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第１７ 休会の件について 

○議長（牛嶋津世志君）日程第１７、休会の件についてを議題といたします。 

お諮りします。１２月５日及び１２月８日から１２月１１日までを休会としたい

と思いますが御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（牛嶋津世志君）異議なしと認めます。 

したがって、１２月５日及び１２月８日から１２月１１日までを休会とすること

に決定いたしました。 

なお、各委員会が開かれますので、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（牛嶋津世志君）以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会といたします。お疲れさまでした。 
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－－－－－－－〇－－－－－－－ 

散会 午後０時４１分 


